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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当社は、「活動理念」、「社是」、「企業倫理憲章」、「行動基準」、「コーポレート・スローガン」からなるカメイ企業理念体系に掲げる姿を実現し、持
続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、コーポレートガバナンスの継続的な充実、強化に取り組み、経営の健全性と透明性を確保
いたします。

　カメイ企業理念体系につきましては、当社ホームページをご参照ください。

http://www.kamei.co.jp/kigyou/rinen.html

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【原則４－２・取締役会の役割・責務】

　取締役会は、取締役や経営陣幹部からの提案は、企業の成長発展に不可欠であると認識し、そのリスクテイクを支えることを主要な役割・責務
の一つと捉えております。

　このため取締役会は、経営陣からの提案を、方法や形式にとらわれず随時受け入れるとともに、その提案について取締役会において十分な検
討を行い、承認した提案が実行される際には経営陣幹部の意思決定を支援いたします。

　また、経営陣の報酬体系については、短期的な業績のみならず、中長期的な実績との連動や潜在的リスクを反映させるよう、引き続きインセン
ティブ付けを検討してまいります。

【原則４－２（１）・中長期的な業績に連動する報酬】

　当社の取締役の報酬体系は定額報酬であり、引き続きストックオプション等のインセンティブの導入を検討してまいります。その検討にあたって
は、客観的・透明性ある手続に従い、報酬制度を設計し、具体的な報酬額を決定いたします。その際、短期的な業績のみならず、中長期的な業績
と連動する割合や、現金報酬と自社株報酬の割合などを適切に設定することといたします。

【原則４－３（３）・ＣＥＯを解任するための手続き】

　取締役会は、現在、ＣＥＯを解任するための手続きを確立しておりません。今後、手続の要否も含め検討いたします。

【原則４－１０（１）・独立した諮問委員会の設置】

　当社は、監査役会設置会社であって独立社外取締役が２名であり、取締役会の過半数には達しておりませんが、独立社外取締役はその高い専
門性と豊富な経験を活かして意見を述べ、必要に応じ助言を行っております。

　今後は、独立社外取締役の増加等に応じて、社外取締役を主要な構成員とする任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会を設
置することにより、独立社外取締役の適切な関与・助言を得る体制を検討いたします。

【原則４－１１・取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

　当社の取締役会は、各事業に精通し、経験豊富な機動性ある業務を実行する業務執行取締役と、豊富な経験と高い能力・見識から客観的な中
立の立場で助言・監督ができる社外取締役で構成し、全体としてバランス良く多様性と適正規模を両立して構成していると認識しております。ジェ
ンダー（社会的性別）や国際性の面を含む多様性については、今後の事業構造や海外事業の展開に応じて必要な場合に検討いたします。

　また、監査役は、適切な経験・能力及び知識を有し、監査役のうち１名以上は財務・会計に関する十分な知見を有する者を選任しております。

　今後は、取締役会が取締役会全体としての実効性に関する分析・評価を行うことなどにより、その機能の向上を図ってまいります。

【原則４－１１（３）・取締役会全体の実効性についての分析・評価・開示】

　取締役会は、審議の内容、発言状況、出席状況などから、その実効性は確保されていると考えております。引き続き、各取締役による自己評価
など、取締役会全体の実効性についての分析・評価の導入と、その結果を開示することについて検討いたします。

【原則５－２・経営戦略や経営計画の策定・公表】

　当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、経営戦略や経営計画を策定し、株主の理解を得るためにこれらを公表するこ
とを検討いたします。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４・政策保有株式】

　当社は、取引関係の維持及び強化等により、当社の中長期的な企業価値向上に資すると判断される場合、他社の株式を取得及び保有いたしま
す。

　取締役会は、保有する個別の株式について、毎年、保有の意義、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているかを精査し、継続保有の
合理性・必要性を検証し、開示いたします。検証の結果、保有の意義が希薄と判断するものについては売却を検討し、縮減することとしておりま
す。

　また、保有する株式の議決権行使については、株主価値を棄損するものではないか、当社の中長期的な企業価値の向上に資するか否か等の
観点から総合的に判断して行使いたします。

【原則１－７・関連当事者間の取引】

　取締役会は、当社が当社の役員や主要株主等と取引を行う場合には、法令や取締役会規程に基づき、必要に応じて取締役会で決議することと



しております。決議にあたっては、取引内容が一般的条件と同等であるなど、合理性や妥当性を適切に検証し、会社や株主共同の利益を害するこ
とのないことを確認のうえ、承認しております。また、当該取引については監査役が監視するとともに、重要な取引について、その概要を有価証券
報告書等において開示しております。

【原則２－６・企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

　当社は、企業年金を廃止し、企業型確定拠出年金制度を導入しておりますので、企業年金の積立金の運用はなく、財政状態への影響もありま
せん。

【原則３－１・情報開示の充実】

１．経営理念等

　当社は、企業理念体系を当社ウェブサイト上で開示しております。経営戦略や経営計画については現在開示しておりませんが、今後新たな経営
計画の策定を進めるとともに、当社ウェブサイト等で開示することを検討いたします。

２．コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方

　当社は、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針を、コーポレートガバナンス報告書にて開示しております。

３．報酬を決定する方針と手続き

（１）基本方針

　当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るとともに、業務執行の監督機能を有効に機能させるための優秀な人材を確保できるこ
とを念頭に、社員給与と世間水準を基準とし、取締役の職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。

（２）取締役の報酬額の決定方針

　取締役の報酬については月例の固定報酬とし、役員報酬規程に基づき役位に応じて決定することを基本とする。

　取締役の個人別の報酬額については取締役会により一任された取締役が取締役会で承認された役員報酬規程の範囲内で決定する。

４．取締役・監査役の指名及び幹部の選解任の方針と手続き

　取締役会は、取締役・監査役の候補者の指名を行うにあたっては、役割に応じた能力・知識・経験・倫理観等を有している人物から、取締役会・
監査役会の多様性を考慮し、その職務と責任を全うできる適任者を指名する方針としております。監査役のうち１名以上は財務・会計に関する十
分な知見を有する候補者を指名することとしております。

　取締役候補者の指名の手続きは、代表取締役が他の取締役の意見を踏まえたうえで候補者を選定し、取締役会において決定しております。ま
た、監査役候補者の指名の手続きは、代表取締役が他の取締役の意見を踏まえたうえで候補者を選定し、監査役会の同意を得て取締役会にお
いて決定しております。

　取締役・監査役の解任を行うにあたっては、選定方針に定める資質を満たさなくなった場合や、職務執行上の不正または重大な法令・定款違反
をしたとき、その他職務を適切に遂行することが困難と認められる等の不適格事由が発生した場合に検討いたします。

　その手続きは、取締役会において解任案を決議し、株主総会に付議することとしております。

５．取締役・監査役の選解任・指名についての説明

　当社は、取締役・監査役の指名と解任に際し、株主総会招集通知に個々の選解任理由を記載します。

【原則４－１（１）・経営陣に対する委任の範囲】

　取締役会は、経営の方針をはじめ、定款、取締役会規程に基づく付議事項、経営に関する重要事項及び法令で定められた事項の審議・決定を
行うこととしております。それ以外の業務執行事項については執行役員に委任するほか、稟議規程等により委任の範囲を定めております。また、
取締役会は、会社の業務執行状況を監督しております。

【原則４－９・独立社外取締役の独立性判断基準・資質】

　取締役会は、法令や東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえ、独自の「社外役員の独立性判断基準」を定め、コーポレートガバナンス報
告書等で開示いたします。

　また、独立社外取締役の候補者の選定にあたっては、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物とするよう努め
ております。

【原則４－１１（１）・取締役の選任に関する方針・手続き】

　取締役会は、当社グループが多様な事業で構成されていることを考慮し、取締役会が全体として能力・知識・経験・倫理観等をバランス良く備
え、その規模については事業及び企業集団の状況を踏まえつつ、独立・客観的で効率的な運営をしていくための適正な員数で構成することとして
おります。

　当社は、現在、取締役の員数を１８名以内と定款で定めております。

【原則４－１１（２）・取締役・監査役の兼任の状況】

　取締役・監査役は、その役割・責務を適切に果たすために必要な時間・労力を取締役・監査役の業務に振り向けるべきであることを踏まえ、他の
上場会社の役員を兼任する場合は合理的な範囲にとどめることとしております。当社は役員の兼任の状況を株主総会招集通知や有価証券報告
書、コーポレートガバナンス報告書等を通じて開示しております。

【原則４－１４（２）・取締役・監査役に対するトレーニング方針】

　当社は、取締役・監査役が上場会社の重要な統治機関の一翼を担うものであり、その役割・責務を適切に果たすため、その役割・責務に係る理
解を深めるとともに、必要な知識の習得や適切な更新等の研鑽に努めることが重要であると認識しております。

　このため当社は、個々の取締役・監査役に適合したトレーニングの機会を提供し、その費用は当社が負担することとしております。

　新任取締役及び新任監査役は、就任後速やかに外部の新任者セミナーに参加し、その役割・責務に係る理解を深め、必要な知識の習得に努め
ております。また、会社の事業・財務・組織等に関する必要な知識を習得するため社内研修などの機会を提供いたします。

　新任者以外の取締役・監査役は、各自の判断で外部セミナーや業界セミナーなどに参加するほか、必要な知識が継続的に更新できるよう、会社
は適宜トレーニングの機会を提供いたします。

【原則５－１・株主との建設的な対話に関する方針】

　当社は、株主からの建設的な対話の申し込みに対し、合理的な範囲で前向きに対応しております。

　取締役会は、これを促進するための方針を以下の通り定めております。

１．株主との実際の対応者については、株主の希望と面談の主な関心事も踏まえたうえで、合理的な範囲で、経営陣幹部または取締役（社外取締
役を含む）が面談に臨むことを基本といたします。



今後は、その統括を行い建設的な対話が実現するよう目配りを行うIR担当取締役の指定を検討いたします。

２．株主からの対話の申し込みに対して、IR担当部署が窓口となり適切に対応いたします。必要な情報を機動的に収集できるよう総合企画室、管
理部、及び各事業部門が日常より部署間の連携を図ってまいります。

３．個別面談のほか、今後は、当社ホームページの充実や、決算期毎の投資家説明会・株主懇談会の開催などIR活動の充実に向けた取り組みを
検討いたします。

４．株主からの意見・要望等は、必要に応じて取締役及び経営陣幹部にフィードバックを行います。

５．株主との対話にあたっては、株主間の平等を図るという考えのもと、金融商品取引法や社内規程（インサイダー情報管理規程）に基づいて行う
こととし、インサイダー情報が外部に漏えいすることのないよう、適切な情報管理に努めてまいります。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%以上20%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

有限会社亀井興産 3,000,000 7.98

亀井　文行 2,506,795 6.66

カメイ不動産株式会社 2,443,167 6.49

ＢＢＨ　ＦＯＲ　ＦＩＤＥＬＩＴＹ　ＰＵＲＩＴＡＮ　ＴＲ：　ＦＩＤＥＬＩＴＹ　ＳＲ　ＩＮＴＲＩＮＳＩＣ　ＯＰＰＯＲＴＵＮＩＴＩＥ
Ｓ　ＦＵＮＤ

2,100,000 5.58

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,758,500 4.67

公益財団法人亀井記念財団 1,650,000 4.38

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 1,222,700 3.25

亀井　昭伍 1,014,157 2.69

有限会社グリーン・ウッド 1,000,000 2.66

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 689,700 1.83

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

（注）当社は自己株式を3,991,287株を保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 3 月

業種 卸売業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 1000億円以上1兆円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

特にございません。



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 18 名

定款上の取締役の任期 2 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 9 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 2 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

尾町　雅文 公認会計士

三井　精一 他の会社の出身者 △

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

尾町　雅文 ○ ―――

尾町雅文氏は、公認会計士としての豊富な経
験と専門的な知識を有しており、独立した客観
的な立場から職務を遂行することで、当社の企
業価値向上に貢献していただけるものと判断し
たためであります。なお、同氏は、東京証券取
引所が定める独立性基準に抵触する事項はな
いことから、一般株主と利益相反が生じるおそ
れがないと判断しております。



三井　精一 ○

三井精一氏は、平成26年6月まで株式会
社仙台銀行の取締役会長であります。当
社は、同行と借入金等の取引関係を有し
ておりますが、会社法施行規則第2条第3
項第19号ロで定める主要な取引先に該当
するものではありません。

三井精一氏は、株式会社仙台銀行や株式会社
じもとホールディングスの経営に携わるなど、
豊富な経験と、高い能力・見識を有しており、そ
の経験や能力を独立した客観的な立場から経
営に活かすことで、当社の企業価値向上に貢
献していただけるものと判断したためでありま
す。なお、同氏は、東京証券取引所が定める独
立性基準に抵触する事項はないことから、一般
株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し
ております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 4 名

監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

１．監査役は会計監査人より定期的に、監査の方法及び結果について報告及び説明を受けております。

２．独立的に内部監査を担当する監査室は、監査計画に基づき連結子会社を含め必要な監査、調査を定期的に実施しており、監査役はこの監査

に随時参加し、監査状況を監視するとともに、監査結果につき遅滞なく報告を受けております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

後藤　忠雄 税理士

佐山　博康 税理士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由



後藤　忠雄 ○ ―――

後藤忠雄氏は、税理士としての豊富な実務経
験と財務及び会計に関する専門的な知識を有
しており、独立した客観的な立場から職務を適
切に遂行していただけるものと判断したためで
あります。なお、同氏は、東京証券取引所が定
める独立性基準に抵触する事項はないことか
ら、一般株主と利益相反が生じるおそれがない
と判断しております。

佐山　博康 ○ ―――

佐山博康氏は、税理士の資格を有し、財務及
び会計に関する専門的な知識を有しており、独
立した客観的な立場から職務を適切に遂行し
ていただけるものと判断したためであります。な
お、同氏は、東京証券取引所が定める独立性
基準に抵触する事項はないことから、一般株主
と利益相反が生じるおそれがないと判断してお
ります。

【独立役員関係】

独立役員の人数 4 名

その他独立役員に関する事項

当社は、独立役員の資格を満たす社外役員を全て独立役員に指定しております。

【社外役員の独立性判断基準】

　

　当社は、社外取締役及び社外監査役（以下、社外役員という。）の独立性判断基準を以下のとおり定め、社外役員が下記のいずれの基準にも該
当しない場合、当社にとって独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断する。

１．現在または最近過去10年間において、当社及び当社の関係会社（以下、当社グループという。）の取締役、監査役、会計参与、執行役または
支配人その他の使用人（以下、業務執行取締役等という。）であった者

２．当社の大株主（注ａ）またはその業務執行取締役等

３．当社グループの主要な取引先（注ｂ）またはその業務執行取締役等

４．当社グループを主要な取引先とする者（注ｃ）またはその業務執行取締役等

５．当社グループの主要な借入先（注ｄ）の業務執行取締役等

６．当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（注ｅ）を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家（当該財産を得ている
者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）

７．当社グループから多額に寄付（注ｆ）を受けた者またはその業務執行取締役等

８．当社の会計監査人である監査法人に属する公認会計士

９．社外役員の相互就任関係となる他の会社の業務執行取締役等

10．上記２．～９．は、現在または過去３年間において該当した者

11．上記１．～９．は、その者の配偶者または二親等以内の親族に該当する者

12．前各項の定めにかかわらず、当社と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者

（注）

ａ．大株主とは、総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう。　

ｂ．主要な取引先とは、当社グループが商品・サービスを提供している者であって、直近事業年度における当社の連結売上高の２％の額を超える
取引先をいう。

ｃ．主要な取引先とする者とは、当社グループに対して商品・サービスを提供している者であって、当該取引先の直近事業年度における取引額が、
当該取引先の年間連結売上高の２％の額を超える取引先をいう。

ｄ．主要な借入先とは、当社の連結総資産の２％を超える額を当社が借入れしている金融機関をいう。

ｅ．多額の金銭その他の財産とは、個人の場合は１事業年度につき1,000万円を超える額、団体の場合は過去３事業年度の平均で当該団体の連
結売上高の２％を超える額をいう。

ｆ．多額の寄付とは、1,000万円を超える額をいう。

附則

　平成27年12月25日以降、新たに選任する社外役員に適用する。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

実施していない

該当項目に関する補足説明

　当社の取締役の報酬体系は定額報酬であり、引き続きストックオプション等のインセンティブの導入を検討してまいります。その検討にあたって
は、客観的・透明性ある手続に従い、報酬制度を設計し、具体的な報酬額を決定いたします。その際、短期的な業績のみならず、中長期的な業績
と連動する割合や、現金報酬と自社株報酬の割合などを適切に設定することといたします。



ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

事業年度における取締役に支払った報酬総額を有価証券報告書等にて開示しております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針

の有無
あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

１．基本方針

　当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るとともに、業務執行の監督機能を有効に機能させるための優秀な人材を確保できるこ
とを念頭に、社員給与と世間水準を基準とし、取締役の職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。

２．取締役の報酬額の決定方針

　取締役の報酬については月例の固定報酬とし、役員報酬規程に基づき役位に応じて決定することを基本とする。

　取締役の個人別の報酬額については取締役会により一任された取締役が取締役会で承認された役員報酬規程の範囲内で決定する。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

　当社は、社外取締役・社外監査役の指示を受けて社内との連絡・調整にあたる専任の者は選任しておりませんが、取締役・監査役会を支援する
管理部・監査室を中心に各部門がその要請に応じられる体制をとっております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

　当社は取締役会・監査役会制度を採用しております。また、令和３年６月より、執行役員制度を導入しております。

　取締役会は、取締役９名（うち社外取締役２名）で構成され、毎月１回定例取締役会を開催し、必要に応じて臨時取締役会を適宜開催し、経営の
方針をはじめ法令で定められた事項、定款、取締役会規程に基づく事項のほか、経営に関する重要事項等の審議、決定を行うとともに、取締役及
び執行役員の業務執行状況を監督する機関として位置付けております。

　社外取締役は、東京証券取引所が定める独立役員として指定しており、取締役会等において独立かつ客観的な立場から意見を述べるなど、実
効性の高い経営体制を確保しております。

　監査役会は、監査役３名（うち社外監査役２名）で構成され、監査役会が定めた監査方針、業務の分担等に従い、取締役会その他の重要な会議
に出席するほか、決裁書類等の閲覧、業務及び財産の状況調査、内部統制システムの整備・運用状況等の監視・検証を通じて取締役及び執行
役員の職務執行状況を監査しております。また、会計監査人より定期的に、監査の方法及び結果について報告及び説明を受けております。

　社外監査役は、東京証券取引所が定める独立役員として指定しており、独立かつ客観的な立場から意見を述べるなど、実効性のある監査役会
を構築しております。

　執行役員は、取締役会の決議により定められた担当業務に従い、業務を執行しております。

　総合企画室は、経営企画及び関係会社の管理、指導にあたっております。

　また、グループ経営に関しては、関係会社業績等報告会を定期的に開催するなど、グループ経営管理の確立に努めております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　当社における意思決定及び業務執行状況の監督は、上記のとおり取締役会で行っております。

　社内全般に精通し業務経験の豊富な取締役が機動的かつ的確に判断し、豊富な経験と高い能力・見識を有する社外取締役が客観的、独立の
立場で意思決定の適正性の確保を図っております。

　また、監査役３名のうち２名が社外監査役であり、専門的見地に基づき、独立かつ客観的な立場で取締役の職務執行を監視しております。

　また、執行役員制度を導入し、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、意思決定の迅速化と業務執行体制の強化を図っておりま
す。

　以上の体制により、経営監視機能が十分に確保できると判断し、現状の体制を採用しております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送 株主総会開催日の３週間前を目安として早期発送に努めております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有
無

IR資料のホームページ掲載 決算短信、有価証券報告書、招集通知、事業報告書等を掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置 IRに関しては、管理部が担当しております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

　当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のため、株主をはじめとする全てのス
テークホルダーとの協働が必要不可欠であると認識しております。

　この考えに基づき、「活動理念」、「社是」、「企業倫理憲章」、「行動基準」、「コーポレート・
スローガン」からなるカメイ企業理念体系を定め、当社役員及び社員に広く浸透させており
ます。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

　当社は、サステナビリティー（持続可能性）を巡る課題への対応が、企業の社会的責任
（ＣＳＲ）を果たすことにあると認識しております。法令遵守はもとより、社会問題や環境問
題へ適切に対応し、事業活動と社会貢献・地球環境保全の調和を目指してまいります。

【環境保全活動】

・森づくり事業「カメイの森 宮城」など

【CSR活動】

・地域のスポーツ振興や文化活動への支援など

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

　当社は、法令に基づく開示を適宜・適切に行うほか、株主をはじめとする全てのステーク
ホルダーや社会にとって必要と考えられる情報については、法令に基づく開示以外の情報
についても主体的に開示しております。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

　業務の適正を確保するための体制（内部統制システム構築の基本方針）は、次のとおりであります。

１．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

ａ．取締役会は、社外取締役を含む取締役で構成し、法令、定款、取締役会規程及びその他の社内諸規程等に従い、重要事項を決定するととも
に、取締役及び執行役員の職務の執行を監督する。

ｂ．取締役は、取締役会にて決定した役割に基づき、法令、定款、取締役会決議及び社内諸規程等に従い、担当職務を執行する。

ｃ．取締役及び使用人は、法令、定款及び社内諸規程等を遵守するとともに、企業理念体系（活動理念、社是、企業倫理憲章、行動基準及びコー
ポレート・スローガン）の趣旨、精神を尊重して行動する。

ｄ．監査役は、監査役会規程に則り、取締役及び執行役員の職務執行の適正性を監査する。

ｅ．監査室は、内部監査規程に基づき、業務全般に関し、法令、定款及び社内諸規程等の遵守状況を監査し、妥当性を検証する。

ｆ．財務報告に係る内部統制体制を整備し、財務報告の信頼性及び適正性を確保する。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　取締役会規程、稟議規程及び文書管理規程等に基づき、関係書類を適切に保存及び管理する。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　損失の危険の管理体制構築のため、危機管理及びリスク管理に関する規程を整備するとともに、これを統括管理する危機管理委員会を設置す
る。このほか、社内諸規程等を整備し、リスクを総括的かつ個別的に管理し、必要に応じて外部の専門家などの意見を得る。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

ａ．取締役会は、毎月１回定例取締役会を開催し、経営方針をはじめ、定款、取締役会規程に基づく付議事項、経営に関する重要事項及び法令で
定められた事項等を審議・決定する。

ｂ．執行役員制度を導入し、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、意思決定の迅速化と業務執行体制の強化を図る。

ｃ．取締役会の決定に基づく業務執行については、業務分掌・職務権限規程、その他の社内諸規程等を整備し、業務執行に関する職務権限や責
任の明確化を図る。

５．当社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

（イ）子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

　当社の関係会社管理規程に基づき、関係会社を管理・指導する組織を設置し、経営等に関する資料の提出を求めるとともに、関係会社業績等
報告会を定期的に開催する。

（ロ）子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　子会社の損失の危険の管理体制を構築するため、危機管理及びリスク管理に関する社内諸規程等を整備し、グループ全体のリスクを管理す
る。

（ハ）子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　子会社の経営の自主性及び独立性を尊重しつつ、子会社から定期的に業務報告を受け、重要事項は事前に協議することなどにより、子会社の
取締役等の職務執行の効率を確保する。

（二）子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　当社の役員等がグループ各社の役員等に就任するほか、当社の監査役及び内部監査部門による監査、並びに内部統制部門による財務報告に
係る内部統制の整備・運用の状況の評価などにより、業務の適正性を検証する。

６．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

　監査役よりその職務を補助すべき使用人を置くことを求められた場合には、内部監査部門の構成員の中から監査役の職務を補助する使用人を
選任する。

７．前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

　当該使用人は監査役より監査業務に必要な事項の調査を命ぜられた場合には、その命令に関して取締役及びその他の使用人の指示命令は受
けないものとする。

８．第６号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

　監査役の職務を補助する使用人は、監査役の指示命令下に置くものとし、当該使用人の評価・人事異動等については、監査役会と事前に協議
を行い、同意を得たうえで決定する。

９．監査役への報告に関する体制

（イ）取締役等及び使用人が監査役に報告するための体制

　取締役等及び使用人は、取締役会及び社内の重要な会議において、適宜、職務執行状況を監査役に報告する。また、法令、定款に違反する行
為並びに財務及び事業に重大な影響を及ぼすおそれのある情報は、速やかにかつ適切に監査役に報告する。

（ロ）子会社の取締役・監査役等及び使用人等から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制

　子会社の監査等を通じて、子会社の取締役・監査役等及び使用人等から報告を受けた者は、適時かつ適切に当社の監査役に報告する。また、
当社の監査役から業務執行に関する事項等について報告を求められたときは、速やかにかつ適切に報告する。

10．前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

　内部通報運用規程に基づき、監査役に報告したことを理由として、報告者に対する不利益な取扱いを禁止する。

11．監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針
に関する事項



　監査役がその職務の執行について、費用の前払い等の請求をしたときは、その費用等が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた
場合を除き、速やかに当該費用等を処理する。

12．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　監査役は、監査室へのインタビューや内部監査の報告等を通じて、内部監査部門と連携を確保する。監査役がその役割・責務を果たすうえで必
要と考える場合には、外部の弁護士等の専門家の助言を得ることができる。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

　社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的な勢力に対して、経済的な利益を供与しない旨を定めた企業倫理憲章を制定してお

ります。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

【会社情報の取り扱い】

１．当社及び関係会社の役職員等は、業務上知得した会社の重要情報を、「情報取扱責任者」である管理担当役員に連絡するとともに、他に漏ら

してはならないこととしております。

２．適時開示は「情報取扱責任者」である管理担当役員が決定することとしております。

３．適時開示に関する報告書等は管理部にて作成し、会社経営の根幹に係る情報については取締役会の承認を必要とし、その他の重要情報事

項については、管理担当役員の承認を得て、速やかに東京証券取引所に提出することとしております。

【会社情報の適時開示に係る社内体制のコンプライアンスの状況】

　会社情報の適時開示の社内体制及び管理部の情報管理並びに情報開示が東京証券取引所の適時開示ガイドブック及び情報開示基準に照ら

して、適切に運営されているかについて取締役会が監督し、監査役会が監査することとしております。




